
 

 

令和６年度 第１回下呂市教育委員会会議録 

 

 

１．招 集 日    令和６年４月 26日（金） 

２．会   場    星雲会館 西風の間 

３．開会・閉会    午後４時００分 ～ 午後５時１４分 

４．出 席 者    教 育 長  中 村 好 一 

委    員  河 尻 明 子 

委    員  小 口 晃 生 

委     員  細 江 洋一郎 

   委    員  田 中 由 美  

５．欠 席 者    委    員  三 木 朋 哉 

６．委員の他出席者  教 育 委 員 会 事 務 局 長  山 中 明 美 

教育総務課長  細 江   実 

学校教育課長  黒 木 和 実 

文 化 財 課 長  松 井 智 之 

地域振興課長  渡 邊   展 

学 校 給 食 セ ン タ ー 所 長  今 井 健 人 

 

 

７．付議案件 

日程第１ 会議録署名者の指名 

日程第２ 会期について 

日程第３ 前回会議録の承認について 

 日程第４ 教育長報告及び事務局報告について 

 日程第５ 議第１号 就学援助申請に係る審査について 

 日程第６ 議第２号 令和６年度下呂市育英資金給貸与申請に係る審査について 

日程第７ 議第３号 令和６年度岐阜県教科用図書飛騨地区採択協議会の設置等に 

          ついて 

日程第８ 議第４号 下呂市立小中学校における学校運営協議会委員の任命について 

日程第９ 議第５号 下呂市立図書館資料収集除籍基準について 

日程第 10 議第６号 下呂市東公民館館長の任命及び解任について 

日程第 11 議第７号 下呂市社会教育委員の委嘱及び解嘱について 

 日程第 12 協議、報告事項 

       ・各課業務報告 

・その他 

 

（開会に先立ち市民憲章の唱和） 

教育長  これより、令和６年度第 1回下呂市教育委員会を開会します。初めに日程第１、

会議録署名者を指名します。本日、細江洋一郎委員にお願いします。 

教育長  日程２、会期について。会期は本日１日としてよろしいでしょうか。 

     （委員全員 異議なし） 

それでは会期は本日１日といたします。 

教育長  日程第３、前回会議の承認について、事務局より説明をお願いします。 



 

 

     （事務局長 会議録要旨を朗読） 

教育長  ただ今の会議録にご異議がある方ありませんか。前回の会議について承認さ 

れる方は挙手願います。 

（全員挙手） 

教育長  それでは前回会議録について承認といたします。 

教育長  日程第４、教育長報告及び事務局報告をいたします。 

① 新年度のスタート 

    ４月２日、教職員の着任式を行い、小学校へ 20名、中学校へ８名、事務局へ 1

名の皆さんが着任されました。本年度の本務教職員数は 218人、昨年と比べ４人

の減少です。県費非常勤、市費学習支援員を足すと 287人で児童生徒の成長を後

押しします。 

４月８日、入学式、始業式を実施し新年度がスタートしました。今年度の入学

式、始業式はコロナ対策がない状況での開催、歌声が響き、顔がしっかり見え、

多くの人が集まり明るいスタートになりました。小学校は下呂特別支援学校小学

部１名を含む 166 名、中学校は、250 名が入学しました。昨年に比べ小学校の入

学者は 17人の減、中学校の入学者は２人の増でした。小学生は昨年より 87人減

の 1,176人、中学生は 32人減の 764人。児童生徒数は 119人減りました。  

教育委員の皆様方におかれましても着任式と入学式へのご出席誠にありがと 

うございました。 

② 学校の状況 

４月 18日と 23日、年度初めの学校訪問をさせていただきました。本年度の校

長先生の経営方針、転入された教職員の皆様の様子、そして児童生徒さんの様子

をお聞きしてきました。どの学校も順調にスタートを切っていただいており、あ

りがたく思いました。 

③ ケチカン、ペンサコーラ派遣団到着 

    ケチカン市派遣団 15 人が５日１時に、ペンサコーラ派遣団 20 人が５日 23 時

に下呂交流会館へ到着しました。引率者も含め、今年度は、全員が元気な姿を見

せてくれました。派遣先での大きな問題もなく、生徒たちはこれからの生活でき

っと一皮むけた姿を見せてくれると思います。今年度は、まだ思いが鮮明な５月

７日 19時から星雲会館において中学生海外派遣事業合同報告会を行います。 

    また、この海外派遣事業に毎年寄付をしていただいている桂川多喜男氏、小坂

町で少年時代を過ごした方が４月 16日に来庁され、今年度も 100万円の寄付をし

ていただけることになりました。 

教育長  教育長報告につきまして、ご質問等はございませんか。 

河尻委員 毎年 100万円程の寄付をいただいていますが、使い道などの公表はされていま

すか。 

教育長  昨年は、海外派遣報告会の折に、その旨を私の方から報告させていただきまし

た。また、本年度は５月 26日、下呂市合併 20周年記念式典において功労者とし

て表彰させていただく中で、国際交流に寄付をしていただいている方ということ

で、市民に知らせていこうと思っています。 

河尻委員 具体的に、いただいた金額の使い道は公になっていますか。 

教育総務課長 寄付については、広報紙において市民の皆さんに周知しています。市の会

計上、国際交流事業に財源として充当はされていますが、国際交流に使用されて

いるということについては、広く市民の方に周知されていないところがあります。



 

 

議会においては、こういったお金を原資として国際交流事業を行ったということ

は、決算報告の際にさせていただいています。 

教育長  続きまして事務局報告お願いします。 

事務局長 ５月７日に下呂市中学生海外派遣事業の合同報告会を開催します。ご出席のほ

どよろしくお願いします。 

教育長  教育長報告及び事務局報告は、以上で終わらせていただきます。 

教育長  続きまして日程第５、議第１号 就学援助申請に係る審査について、事務局の

説明を求めます。 

（教育総務課長 説明） 

教育長  ただいまの説明について、何かご意見ご質問はございませんか。 

（質疑等なし） 

教育長  日程第５、議第１号について、承認される方は挙手願います。 

（全員挙手） 

教育長 全員挙手、承認といたします。 

教育長  続きまして日程第６、議第２号 令和６年度下呂市育英資金給貸与申請に係る

審査について、事務局の説明を求めます。 

（教育総務課長 説明） 

教育長  ただいまの説明について、何かご意見ご質問はございませんか。確認です。基

準となる所得はいくらになりますか。 

教育総務課長 親権者等の所得が 38万円を超えない方が対象となります。 

事務局長 所得の考え方について補足します。お勤めされている方がもらう源泉徴収票、

その左側に記載されているのが一年間の総収入です。そこから職業に応じた経費

や税法で定められた各種控除を差し引いたものが今回の判定にかかる所得となり

ます。 

教育長  質疑はございませんか。 

（質疑等なし） 

教育長  日程第６、議第２号について、承認される方は挙手願います。 

（全員挙手） 

教育長 全員挙手、承認といたします。 

教育長  日程第７、議第３号 令和６年度岐阜県教科用図書飛騨地区採択協議会の設置

等について、事務局の説明を求めます。 

（学校教育課長 説明） 

教育長  ただいまの説明について、何かご意見ご質問はございませんか。 

（質疑等なし） 

教育長  今後の予定については、秘密裡になりますので、それぞれの委員に連絡行くと

いうことでよろしいか。 

学校教育課長 はい。それぞれの委員に個別に連絡します。 

教育長  日程第７、議第３号について、承認される方は挙手願います。 

（全員挙手） 

教育長  全員挙手、承認といたします。 

教育長  日程第８、議第４号 下呂市立小中学校における学校運営協議会委員の任命に

ついて、事務局の説明を求めます。 

（学校教育課長 説明） 

教育長  ただいまの説明について、何かご意見ご質問はございませんか。 



 

 

細江委員 学校運営協議会の委員につきましては、ＰＴＡ関係のＯＢがいろいろ経験を積

んでいらっしゃるので望ましいとも思います。今回のメンバーは、若返っており

ますが、今の親たち、今いる先生たちに近い存在で意見を伺えるという部分に関

して、私は人選としては間違ってないと思います。 

田中委員 人数の設定っていうのは何人から何人とかあるのでしょうか。なぜ学校による

人数差があるのでしょうか。 

学校教育課長 人数についての制限はございません。それぞれの方からご意見をいただけ

ればと学校の判断にゆだねています。 

小口委員 学校により、その他市教委が認める者のある学校とない学校がある。これは、

どういった基準で、人選されるのかいうことを教えてください。 

学校教育課長 規則により委員に任命するものとして、設置校の地域住民、保護者、校長、

教職員、学識経験者となっていますが、その他、学校において、こういう方を是

非コミュニティスクールに入っていただきたいという要望があった場合、それが

ふさわしい方であると市教委が判断すれば入っていただきます。例えば社会教育

の推進、そういった直接学校に関与はしないけれど、民生委員さんに入っていた

だいたりしています。 

小口委員 各学校で基準を持っており、その学校で選出された方について、例えば保護者

や住民以外の方であっても、市教委が認めた方であれば認めるものとして理解を

してよろしいでしょうか。 

学校教育課長 はい。おっしゃる通りです。 

教育長  他よろしいでしょうか。 

教育長  日程第８、議第４号について、承認される方は挙手願います。 

（全員挙手） 

教育長  全員挙手、承認といたします。 

教育長  日程第９、議第５号 下呂市立図書館資料収集除籍基準について、事務局の説

明を求めます。 

（地域振興課長 説明） 

教育長  ただいまの説明について、何かご意見ご質問はございませんか。 

細江委員 図書館の古い本を整理することは、読まないから整理するのか、空いたスペー

スに何か違うコーナーを設ける、自主勉強できるようなスペースを設けるとか、

何か目的があって行うのか。ただ単に古いものを除籍するのではなく、有効利用

して、欲しい人にあげるだとか、もっと目的を明確にした方がよいのでは。 

地域振興課長 除籍につきましては、古くなったもの、購入により不要になったもの、内

容によって不要になったものなど、司書が精査し除籍しております。毎年新しく

購入し充実を図っていますが、スペース的な問題もあります。昨年も除籍にあっ

ては、古本市において一般の方に譲るようなことも実施しましたけれど、そうい

う場合の基準が今までなかったため、それらを整理し基準を定めました。 

細江委員 これに関しては、図書司書の方が大体選別されるわけですよね。好みによる私

的判断なのか、司書が集まり相談して決めるのか、今現状どんな感じなのでしょ

うか。 

地域振興課長 司書３名が協議をして、新書の選定や廃棄について、相談のうえ決めてい

ます。 

教育長  確認ですが、その基準がこの第６条でよろしいですね。司書が行いますが、こ

の第６条の除籍基準をもとにして考えられるということでよろしいか。 



 

 

地域振興課長 はい。その通りです。 

教育長  除籍処分について、今までの無償譲渡は図書館のホームページ、広報げろ、市

民メールによる周知はしていなかったのですか。 

地域振興課長 今までは処分をしていたと思います。 

教育長  それらを明確にして、訓令により市民に分かりやすくするということですね。 

地域振興課長 はい。 

教育長  日程第９、議第５号について、承認される方は挙手願います。 

（全員挙手） 

教育長  全員挙手、承認といたします。 

教育長  日程第 10、議第６号 下呂市東公民館館長の任命及び解任について、事務局の

説明を求めます。 

（地域振興課長 説明） 

教育長  ただいまの説明について、何かご意見ご質問はございませんか。 

（質疑等なし） 

教育長  日程第 10、議第６号について、承認される方は挙手願います。 

（全員挙手） 

教育長  全員挙手、承認といたします。 

教育長  日程第 11、議第７号 下呂市社会教育委員の委嘱及び解嘱について、事務局の

説明を求めます。 

（地域振興課長 説明） 

教育長  ただいまの説明について、何かご意見ご質問はございませんか。 

小口委員 教育委員は旧町村から１名ずつ任命されているが、社会教育委員も同じように

旧町村からひとりということでしょうか。 

地域振興課長 特に地域ごとの枠はありませんが、地域ごとにバランスをとってお願いし

たいと思っております。 

小口委員 社会教育委員さんは全部で５名というふうに理解すればいいのでしょうか。 

地域振興課長 条例によると 15名以内ということになっております。今回の委嘱により８

名になりますが、前回の社会教育委員会において、活動していくのに最低 10名は

欲しいという意見がございました。今、何とか 10名の方となるよう探しており、

引き続き努力したいと思います。 

教育長  日程第 11、議第７号について、承認される方は挙手願います。 

（全員挙手） 

教育長  全員挙手、承認といたします。 

教育長  日程第 12、協議、報告事項になります。 

    （教育総務課長が業務報告について説明） 

（学校教育課長が業務報告について説明） 

（地域振興課長が業務報告について説明） 

教育長  各課業務報告につきまして、ご質問等はございませんか。 

（質疑等なし） 

教育長  その他、ご質問等はございませんか。 

（質疑等なし） 

教育長  その他、報告事項はありませんか。 

（事務局長 教育委員の退任意向に伴う新委員の候補者について説明） 

（地域振興課長 学校運営協議会委員と地域学校協働活動推進委員について、資



 

 

料に基づき説明） 

教育長  コミュニティスクールというのは、学校の経営を一緒になって考えましょうと

いうもの。それだけでもいいのですが、やはり学校を作るには、学校の運営、子

どもたちを良くするためには、地域の力が絶対必要であり、地域の力を必要する

時、地域や子どもたちに及ぼす教育を考えると、これを学校協働活動として、下

呂の場合は変えましょうと動いています。あるところでは、学校の運営だけのコ

ミュニティスクールがあり、地域は関係ありません。そういう時は、別個に地域

学校協働活動っていうのが動いています。 

下呂の場合は、地域も子どもを育てることも大事なものであるため、コミュニテ

ィスクール、学校の経営の中に必ず地域を入れましょうとしています。学校協働

推進活動がコミュニティスクールの中に含まれていると捉えてください。 

田中委員 部活動の地域移行について伺います。部活動は学校の平日、土日はやりたい子

がやるということでいいのですか。試合に出たければ登録する。部活動は、部活

動として平日実施するということですか。 

学校教育課長 平日加入しているもので、そのまま土日に大会があれば出てもらっても結

構です。別のクラブに加入している場合も、平日は学校の部活に在籍して、土日

は別で活動することもあります。全員必ずどれかに入りなさいということは決ま

っていません。 

田中委員 そういった話は、学校から保護者へ話はしないのですか。 

教育長  新入生が入ってから学校より話があります。 

教育長  その他、よろしいでしょうか。 

（質問等なし） 

教育長  次回の教育委員会を５月２３日に開催することとし、これをもちまして第１回

下呂市教育委員会を閉会いたします。 


